
労働者派遣事業を適正に行うために労働者派遣事業を適正に行うために

令和７年度
労働者派遣事業オンライン研修会

令和７年度
労働者派遣事業オンライン研修会

三重労働局

職業安定部職業安定課 需給調整事業室



働く場所
（派遣先）

派遣会社
（派遣元）

労働者派遣契約

雇用関係
合法的に
指揮命令が
可能

派遣労働者

【労働者派遣】とは
自己の雇用する労働者を、

当該雇用関係の下に、かつ、
他人の指揮命令を受けて、
当該他人のために従事させ
ること。
（労働者派遣法第２条第１号）

【労働者派遣法】は、
派遣先(働く場所）から派遣元の労働者に仕事の指示を行

えるよう定められた制度。
派遣労働者を保護するために、雇用主である派遣元、 実

際に働く派遣先双方に所定の手続、労務管理を行うことを
義務付けた法律。

労働力の提供

労務管理
安全衛生管理

労務管理
安全衛生管理

派遣元には厚生労働大臣の許可が必要
元・先の責任、手続を法律で明確化
派遣元には厚生労働大臣の許可が必要
元・先の責任、手続を法律で明確化
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三重労働局 需給調整事業室労働者派遣とは



発注者請負業者

請負＝作業完成契約
（労務提供契約ではない）

民法第６３２条（請負）
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結
果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
民法第６４３条（委任）
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委任し、相手方がこれを
承諾することによって、その効力を生ずる。
民法第６５６条（準委任）
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

2

三重労働局 需給調整事業室請負とは

請負とは、労働の結果として仕事の完成を目的とするもの。



請負業者

労 働 者

発 注 者請負契約 「請負」とは、｢当事者の一方がある仕
事を完成することを約し、相手方がそ
の仕事の結果に対してその報酬を支払
うことを約することによって、その効
力を生ずる」ものをいう。

（民法第632条）

労働者派遣事業の形態と請負により行われる事業の形態が
類似していることから、｢労働者派遣事業と請負により行われる事業
との区分に関する基準を定める告示｣が定められている。
（いわゆる第37号告示）※労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド

｢請負｣は発注者と労働者との間に指揮命令関係なし

3

三重労働局 需給調整事業室労働者派遣と請負の違い



《派遣事業者の確認方法》

●許可番号を人材サービス総合サイトで検索出来ます。
※人材サービス総合サイト
https：//jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/

●派遣元に「労働者派遣事業許可証」の提示を依頼する。

許可を受けていない事業主から受け入れている場合
法違反 （労働者派遣法第24条の2）
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三重労働局 需給調整事業室派遣許可事業所の確認



5

三重労働局 需給調整事業室派遣事業の流れ

『労働者派遣事業を行うために必要な関係書類』をお手元にご用意ください。

P１



６

三重労働局 需給調整事業室マージン率などの情報について（派遣元）

派遣元事業主は、あらかじめ関係者に対し、労働者派遣を行う事業所ごと
に当該事業にかかる情報の提供を行わなければなりません。

（法第23条第5項）

【提供が必要な情報】
①派遣労働者の数
②派遣先の数
③労働者派遣に関する料金額の平均額
④派遣労働者の賃金額の平均額
⑤マージン率
⑥派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項（教育訓練に関する計画内
容・キャリア・コンサルティング相談窓口の連絡先）
⑦その他参考となると認められる事項
⑧労使協定を締結しているか否か（締結している場合は、協定対象者の範囲及び
有効期間の終期）

※原則、常時インターネットの利用により、広く情報を提供する必要があります。

Ｐ２（参考例①）



７

三重労働局 需給調整事業室派遣可能期間の制限に抵触する日の通知（派遣先→派遣元）

派遣先は、派遣契約を締結する際、あ
らかじめ、事業所単位の派遣可能期間に
抵触することとなる最初の日（抵触日）を
派遣元事業主に対し通知しなければなり
ません。 （法第26条第4項）
派遣元事業主は、派遣先から上記の通
知がないときは労働者派遣契約を締結し
てはいけません。

（法第26条第5項）
抵触日の通知は、労働者派遣契約を締
結（更新）する都度必ず必要です。

【抵触する日の通知が不要となる場合】
派遣労働者を無期雇用労働者・60歳以上の者
に限定する場合
※限定しない場合、結果的に無期雇用労働者
等を派遣しても通知は必ず必要です。

Ｐ３（参考例②）



８

三重労働局 需給調整事業室比較対象労働者の待遇情報の提供（派遣先→派遣元）

派遣先は、派遣契約を締結する際、あ
らかじめ、派遣労働者が従事する業務ご
とに、比較対象者の賃金等の情報を派
遣元事業主に対し提供しなければなりま
せん。 （法第26条第7項）
派遣元事業主は、派遣先から上記の情
報提供がないときは労働者派遣契約を
締結してはいけません。

（法第26条第9項）

待遇に関する情報提供は、労働者派遣
契約を締結（更新）する都度必ず必要で
す。

※労使協定方式か派遣先均等・均衡方
式かによって、情報提供の内容は異なり
ます。

Ｐ４（参考例③）



９

三重労働局 需給調整事業室労働者派遣契約の締結①（派遣元・派遣先）

労働者派遣契約の当事者は、労働
者派遣契約の締結に際し、以下の事
項を定め、書面（※）に記載しておかな
ければなりません。

（法第26条第1項・施行規則第21条）
※書面以外に、電磁気記録により作成可

Ｐ５（参考例④）



１０

三重労働局 需給調整事業室労働者派遣契約の締結②（派遣元・派遣先）

Ｐ５（参考例④）

【派遣契約の必要記載事項】
①派遣労働者の業務内容
②従事する事業所の名称、所在地
その他派遣就業の場所、組織単位

③直接指揮命令する者
④派遣期間及び派遣就業日
⑤派遣就業の開始及び終了の時刻
並びに休憩時間
⑥安全衛生に関する事項
⑦苦情処理に関する事項
⑧労働者派遣契約の解除に当たって
講ずる派遣労働者の雇用の安定を
図るための措置に関する事項
⑨紹介予定派遣に関する事項

⑩業務に伴う責任の程度
⑪派遣元・派遣先責任者に関する事項
⑫就業日外・就業時間外労働に関する事項
⑬便宜供与に関する事項
⑭労働者派遣契約の当事者間の紛争を
防止するための措置
⑮派遣労働者を協定対象労働者に限定する
か否かの別
⑯派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は

60歳以上の者に限定するか否かの別
⑰派遣可能期間の制限を受けない業務に係
る労働者派遣に関する事項
⑱派遣人数
⑲許可番号



１１

三重労働局 需給調整事業室

Ｐ６～７（参考例⑤）

派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、当該
労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金額の
見込み、その他当該労働者の待遇に関する事項等を説明しなければなりま
せん。 （法31条の2第1項）

待遇に関する事項等の説明①（派遣元）



１２

三重労働局 需給調整事業室待遇に関する事項等の説明②（派遣元）

Ｐ６～７（参考例⑤）

【説明すべき事項】
①待遇に関する事項
・派遣労働者として雇用した場合における賃金額の見込み
・社会・労働保険の加入
・想定される就業条件等（就業時間、就業場所、教育訓練等）
②事業運営に関する事項
③労働者派遣に関する制度の概要
④キャリアアップ措置
・教育訓練（訓練内容や受講方法）
・キャリアコンサルティングの相談窓口（相談先や利用方法）

【説明の方法】
「賃金の見込み」の説明は書面の交付・ＦＡＸ・電子メールにより行わなければなりませ
ん。「賃金の見込み」以外は、書面の交付・ＦＡＸ・電子メールのほかインターネットに掲載
することにより説明することも可能です。
※派遣労働者として雇用しようとする労働者
・登録型で労働者派遣が行われる場合における登録状態にある労働者
・常用型で労働者派遣が行われる場合で、新たに労働者を派遣労働者として雇用しよう
とする者



１３

三重労働局 需給調整事業室雇い入れの待遇情報の明示・説明①（派遣元）

派遣元事業主は、労働者を派遣労働
者として雇い入れようとするときは、あら
かじめ、当該労働者に対し、文書の交付
等により、労働条件に関する事項を明示
するとともに、
・法第30条の3
（均等・均衡待遇の確保）
・法第30条の4第1項
（一定の要件を満たす労使協定に
基づく待遇の確保）

・法第30条の5
（職務の内容等を勘定した賃金）

の規定により講ずることとしている措置の
内容を説明しなければなりません。

（法第31条の2第2項）

Ｐ８（参考例⑥）



１４

三重労働局 需給調整事業室雇い入れの待遇情報の明示・説明②（派遣元）

Ｐ８（参考例⑥）

【説明すべき事項】
①昇給の有無
②退職手当の有無
③賞与の有無
④協定対象派遣労働者であるか否か
（協定対象派遣労働者である場合には、当該協定の有効期間の終期）
⑤派遣労働者から申し出を受けた苦情に関する事項

【明示の方法】
以下のいずれかの方法で行わなければなりません。
・書面の交付・ＦＡＸ・電子メール
（ただし、ＦＡＸ・電子メールは当該派遣労働者が希望した場合に限ります。）
※有期雇用派遣労働者に対する明示
「労働契約の更新ごと」に明示及び説明が必要となります。



１５

三重労働局 需給調整事業室派遣時の待遇情報の明示・説明①（派遣元）

派遣元事業主は、労働者派遣（労使協
定に係るものを除く）をしようとするときは、
あらかじめ、当該労働者に対し、文書の
交付等により、労働条件に関する事項を
明示するとともに、
・法第30条の3
（均等・均衡待遇の確保）
・法第30条の4第1項
（一定の要件を満たす労使協定に
基づく待遇の確保）

・法第30条の5
（職務の内容等を勘定した賃金）

の規定により講ずることとしている措置の
内容を説明しなければなりません。

（法第31条の2第3項）

Ｐ９（参考例⑦）



１６

三重労働局 需給調整事業室派遣時の待遇情報の明示・説明②（派遣元）

Ｐ９（参考例⑦）

【説明すべき事項】 ※協定対象派遣労働者以外の派遣労働者は①～⑥
①賃金の決定等に関する事項 協定対象派遣労働者は⑥
②休暇に関する事項
③昇給の有無
④退職手当の有無
⑤賞与の有無
⑥協定対象派遣労働者であるか否か
（協定対象派遣労働者である場合には、当該協定の有効期間の終期）

【明示の方法】
以下のいずれかの方法で行わなければなりません。
・書面の交付・ＦＡＸ・電子メール
（ただし、ＦＡＸ・電子メールは当該派遣労働者が希望した場合に限ります。）
※労働者派遣契約を更新する都度明示及び説明が必要となります。
※協定対象労働者の場合は、協定対象派遣労働者であるか否かのみの明示が必要で
す。参考例⑧就業条件明示書参照



１７

三重労働局 需給調整事業室就業条件・派遣料金の明示①（派遣元）

派遣元事業主は、労働者派遣をしよ
うとするときは、あらかじめ、派遣労働
者に対し、就業条件を明示しなければ
なりません。

（法第34条）

派遣元事業主は、次に揚げる場合に
は、次に定める労働者に対し、当該労
働者に係る労働者派遣に関する料金
の額を明示しなければなりません。
・労働者を派遣労働者として雇い入れ
ようとする場合・・・当該労働者
・労働者派遣をしようとする場合及び料
金の額を変更する場合・・・当該労働者
派遣に係る派遣労働者

（法第34条の2）

Ｐ１０（参考例⑧）



１８

三重労働局 需給調整事業室就業条件・派遣料金の明示②（派遣元）

Ｐ１０（参考例⑧）

【就業条件の明示すべき事項】
①当該労働者を派遣しようとする旨
②派遣労働者の業務内容
③従事する事業所の名称、所在地
その他派遣就業の場所、組織単位
④直接指揮命令する者
⑤派遣期間及び派遣就業日
⑥派遣就業の開始及び終了の時刻
並びに休憩時間
⑦安全衛生に関する事項
⑧苦情処理に関する事項
⑨労働者派遣契約の解除に当たって
講ずる派遣労働者の雇用の安定を
図るための措置に関する事項
⑩紹介予定派遣に関する事項
⑪個人単位の抵触日（期間制限のない
労働者派遣に該当する場合はその旨）

⑫事業所単位の抵触日（期間制限のない労
働者派遣に該当する場合はその旨）
⑬業務に伴う責任の程度
⑭派遣元・派遣先責任者に関する事項
⑮就業日外・就業時間外労働に関する事項
⑯便宜供与に関する事項
⑰労働者派遣契約の当事者間の紛争を防止
するための措置
⑱社会・労働保険の被保険者資格取得届等
が提出されていない場合はその理由

⑲派遣可能期間の制限を受けない業務に
ついて行う労働者派遣に関する事項
⑳派遣料金の額（法第34条の2）
㉑協定対象派遣労働者であるか否か（法第31
条の2第3項）
㉒派遣可能期間の制限に違反した場合、労
働者契約申込みみなし制度の適用となる旨

【明示の方法】以下のいずれかの方法で行わなければなりません。
書面の交付・ＦＡＸ・電子メール （ただし、ＦＡＸ・電子メールは当該派遣労働者が希望した場合に限ります。）



１９

三重労働局 需給調整事業室派遣先通知①（派遣元→派遣先）

派遣元事業主は、労働者派遣をするときに、
次に揚げる事項を派遣先に通知しなければなりま
せん。 （法第35条）
①派遣労働者の氏名・性別
②協定対象労働者であるか否かの別
③無期雇用派遣労働者か有期雇用労働者かの別
④60歳以上の者であるか否かの別
（45歳以上の場合は45歳以上であること、18歳
未満の場合は年齢）
※18歳以上の場合は、具体的な年齢の通知
は行わないこと

⑤社会・労働保険の被保険者資格取得届提出
の有無（無の場合はその具体的な理由）
さらに、被保険者証の写し等の加入していること
が分かる資料を派遣先に提示しなければなり
ません。 （施行規則27条第4項）
⑥労働者派遣契約の就業条件と異なる場合は、
その内容

Ｐ１１（参考例⑨）



三重労働局 需給調整事業室

派遣元
「派遣元指針」

派遣先
「派遣先指針」

事前面接、履歴書の送付要請

協力してはならない

派遣先は、労働者派遣契約の締結に際し、派遣労働者を特定することを目
的とする行為をしないように努めなければなりません。 （法第26条第6項）
（ただし、紹介予定派遣を除く）

２０

特定目的行為の禁止（派遣先）



三重労働局 需給調整事業室

派遣先
通知書

【派遣先】
当該派遣労働者が、派遣先を1年以内
に離職した者の場合（ただし、60歳以上
の定年退職者を除く）
→速やかに派遣元に通知

【派遣元】
通知を受けた場合、
当該労働者を派遣
してはならない

２１

離職後1年以内の労働者派遣の禁止

派遣先は、派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、当該離職の
日から起算して１年を経過するまでは、当該労働者を派遣労働者として受け入
れることはできません。 （法第40条の9第1項）
派遣先は、当該派遣先を１年以内に離職した者を、派遣元事業主が派遣しよ
うとしている場合、速やかにその旨を派遣元事業主に通知する必要があります。

（法第40条の9第2項）
派遣元事業主は、派遣労働者が第40条の9第1項の規定に抵触する場合は、
当該派遣先に派遣してはなりません。 （法第35条の5）
●禁止対象となる派遣先・・・「事業者」単位（事業所単位ではありません）
●禁止対象から除外される派遣労働者・・60歳以上の「定年退職者」
定年退職者には、定年後、再雇用された労働者も含みます。



２２

三重労働局 需給調整事業室派遣元管理台帳の作成①（派遣元）

派遣元事業主は、派遣就業に関し、
派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に
派遣労働者ごとに以下に掲げる事項を
記載しなければなりません。

（法第37条）

【派遣元管理台帳に記載すべき事項】
①派遣労働者の氏名
②協定対象労働者であるか否かの別
③無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働者
かの別、有期雇用の場合は労働契約の期間

④60歳以上の者であるか否かの別
⑤派遣先の氏名又は名称
⑥派遣先の事業所の名称
⑦派遣先の事業所の所在地その他派遣就業の
場所及び組織単位

（次項につづく）

Ｐ１２（参考例⑩）



２３

三重労働局 需給調整事業室派遣元管理台帳の作成②（派遣元）

Ｐ１２（参考例⑩）

【派遣元管理台帳に記載すべき事項】
⑧派遣期間及び派遣就業をする日
⑨始業及び終業の時刻
⑩従事する業務の種類
⑪従事する業務に伴う責任の程度
⑫苦情処理に関する事項
⑬紹介予定派遣に関する事項
⑭派遣元・派遣先責任者に関する事項
⑮就業日外・就業時間外労働に関する事項
⑯期間制限のない労働者派遣に関する事項
⑰社会・労働保険の被保険者資格取得届の
提出の有無に関する事項
⑱段階的かつ体系的な教育訓練を行った日
時及び内容

【明示の方法】
以下のいずれかの方法で行わなければなりません。
書面の交付・ＦＡＸ・電子メール （ただし、ＦＡＸ・電子メールは当該派遣労働者が希望した場合に限ります。）

⑲キャリア・コンサルティングを行った日及び
内容
⑳雇用安定措置を講ずるに当たって、派遣
労働者から聴取した日及び希望する措置
内容
㉑雇用安定措置を実施した日、内容及びそ
の結果



２４

三重労働局 需給調整事業室派遣先管理台帳の作成①（派遣先）

派遣先は、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を
作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに以下に掲げ
る事項を記載しなければなりません。

（法第42条）

派遣先管理台帳は、当該派遣労働者の就業す
る事業所ごとに作成しなければなりません。

（施行規則第35条第１項）

【派遣先管理台帳の保存】
派遣先は、派遣先管理台帳を労働者派遣の終
了の日から起算して３年間保存しなければなりま
せん。 （法第42条第2項）

Ｐ１３（参考例⑪）



２５

三重労働局 需給調整事業室派遣先管理台帳の作成②（派遣先）

Ｐ１３（参考例⑪）

【派遣先管理台帳に記載すべき事項】
①派遣労働者の氏名
②派遣元事業主の氏名又は名称
③派遣元事業主の事業所の名称
④派遣元事業主の事業所の所在地
⑤協定対象労働者か否かの別
⑥無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労
働者かの別

⑦派遣就業をした日
⑧派遣就業をした日ごとの始業及び終業
した時刻、休憩した時間
⑨従事した業務の種類
⑩従事する業務に伴う責任の程度

【派遣先管理台帳の記載方法】
派遣先管理台帳の記載は、派遣先管理台帳に記載すべき事項を確認する都度、記載して
いく必要があります。事項の内容により記載時期は異なります。

⑪派遣就業した事業所の名称、所在地その
他派遣就業の場所、組織単位
⑫派遣労働者から申し出を受けた苦情処理
に関する事項

⑬紹介予定派遣に関する事項
⑭教育訓練を行った日時・内容
⑮派遣先・派遣元責任者に関する事項
⑯派遣受入期間の制限を受けない業務に関
する事項
・60歳以上の者か否か等

⑰社会・労働保険の被保険者資格取得届の
提出の有無（無の場合はその理由）



２６

三重労働局 需給調整事業室就業状況の報告①（派遣先→派遣元）

派遣先は、派遣労働者ごとの以下の事項
を、書面の交付等により派遣元事業主に通
知しなければなりません。

（法第42条第3項・施行規則第38条）

【派遣元事業主に通知すべき事項】
①派遣就業をした日
②派遣就業をした日ごとの始業及び終業した時
刻並びに休憩した時間

③従事した業務の種類
④派遣労働者の氏名
⑤従事した業務に伴う責任の程度
⑥派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事
した事業所の名称及び所在地その他派遣就
業をした場所、組織単位

Ｐ１４（参考例⑫）



２７

三重労働局 需給調整事業室

Ｐ１４（参考例⑫）

【通知の方法・通知時期】

就業報告は、１箇月ごとに１回以上、一定の期間を定めて、通知しなければな
りません。

派遣労働者ごとに通知すべき事項は、書面の交付、ＦＡＸ、電子メール等によ
り行わなければなりません。

就業状況の報告②（派遣元→派遣先）

【タイムカード等で報告を行う場合】

派遣先が就業状況の報告を行う際、派遣先で使用しているタイムカードや既
存の勤怠管理簿で行うケースが見受けられます。

タイムカードや既存の勤怠管理簿だけでは、通知すべき事項を満たしていな
いケースも多く、行政指導の対象となります。

タイムカードや既存の勤怠管理簿を活用する際は、通知すべき事項を書面に
て添付するなど適宜工夫が必要となります。



三重労働局 需給調整事業室

※期間制限の３年は、派遣元や派遣労働者が変わっても影響されません。

【事業所の考え方】
（実態に即して判断）
・工場、事務所、店舗等、場所的に他の事業所その他場所から独立していること
・経営の単位として人事・経理・指導監督・労働の態様によってある程度独立して
いること
・一定期間継続し、施設としての持続性を有するものであること

【派遣先事業所単位の期間制限】
派遣先は、同一の事業所において派遣可能期間（３年※）を超えて派遣を受け入れ
ることはできません。 （法第40条の2）

派遣先が３年の派遣可能期間を延長しようとするときは、派遣先の事業所の過半数
労働組合などの意見を聴く必要があります。

２８

派遣可能期間の制限①



三重労働局 需給調整事業室

【組織単位の考え方】
（実態に即して判断）
・業務としての類似性、関連性があること
・組織の長が業務配分、指揮監督権限を有すること
・組織の最小単位よりも一般的に大きな単位を想定（いわゆる「課」や「グループ」など

【派遣労働者個人単位の期間制限】
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に、３年を超えて
受け入れることはできません。 （法第35条の3）

※個人単位の期間制限は、事業所単位とは異なり、延長することはできません。

２９

派遣可能期間の制限②

【クーリング期間】（事業所単位・個人単位の期間制限共通）
派遣終了と次の派遣開始の間の期間が、３箇月を超えないときは、労働者派遣は継続
するものとみなされます。
３箇月を超える空白期間（クーリング期間）が生じた場合は、抵触日はリセットされます。
※派遣可能期間の回避を目的に、意図的にクーリング期間を空けて派遣労働者の受け
入れを行う行為は、指導の対象となります。



三重労働局 需給調整事業室

３０

①無期雇用されている派遣労働者
②60歳以上の派遣労働者
③有期プロジェクト業務であるもの（事業の開始、転換、拡大、縮小又は
廃止のための業務であって一定期間内に完了するもの）

④日数限定業務であるもの（派遣先で、その業務が１ヶ月間に行われる
日数が通常の労働者に比べ相当程度少なく、かつ月１０日以下しか行わ
れないもの）

⑤産前産後休業、育児休業、介護休業などを取得する労働者の業務で
あるもの

期間制限の例外

以下の労働者及び業務は、例外として期間制限（抵触日）の対象外
となります。



３１

三重労働局 需給調整事業室事業所単位の派遣可能期間を延長する場合①（派遣先）

派遣先が、事業所単位の派遣可能期
間（３年）を超えて派遣労働者の受け入
れを希望するときは、意見聴取期間の
間に必要な手続を行うことにより、３年
以内の期間であれば派遣期間を延長す
ることができます。
また、延長した期間が経過した場合に
これを更に延長しようとするときも、同等
の手続によります。

（法第40条の2第3項）

Ｐ１５（参考）



３２

三重労働局 需給調整事業室事業所単位の派遣可能期間を延長する場合②（派遣先）

派遣先は派遣可能期間の延長しようとするとき
は、意見聴取期間の間に、過半数労働組合等
（※）の意見を聴かなければなりません。
※当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する
労働組合がある場合においてはその労働組合（過半数労
働組合）、労働者の過半数で組織する労働組合がない場
合においては労働者の過半数を代表する者（過半数代表
者）

【意見聴取の単位】
意見聴取は、延長して派遣を受け入れようとす
る事業所ごとに行う必要があります。

【意見聴取の方法】
次に揚げる事項を書面により通知します。
・労働者派遣の役務の提供を受けようとす
る事業所その他派遣就業の場所
・延長しようとする派遣期間
また、派遣労働者の受入れ状況等についても
提供します。

Ｐ１６（参考例⑬）



３３

三重労働局 需給調整事業室事業所単位の派遣可能期間を延長する場合③（派遣先）

【意見聴取期間】
当該派遣先の事業所ごとの業務に係る労
働者派遣の役務の提供が開始された日か
ら、事業所単位の期間制限の抵触日の１箇
月前の日までの間に意見聴取が必要です。

【異議があった場合の対応方針等の説明】
過半数労働組合等が異議を述べたときに
は事業所単位の抵触日の前日までに次の
事項について説明が必要です。
・派遣可能期間の延長の理由及び延長の
期間
・異議の対応に関する方針

Ｐ１７（参考⑭）



３４

三重労働局 需給調整事業室事業所単位の派遣可能期間を延長する場合④
（派遣先→派遣元）

【延長後の派遣可能期間の制限に抵触す
る日の通知】
派遣先は、派遣可能期間を延長したと

きには、速やかに、当該労働者派遣をす
る派遣元事業主に対し、延長後の事業所
単位の期間制限に抵触する日を通知しな
ければなりません。

（法第40条の2第7項）

【通知の方法】
抵触日の変更通知は、以下のいずれか
の方法で行わなければなりません。
・書面の交付 ・ＦＡＸ ・電子メール

Ｐ１８（参考⑮）



３５

三重労働局 需給調整事業室事業所単位の派遣可能期間を延長する場合⑤（派遣先）

【事業所の労働者への周知】
派遣先は、意見聴取後、書面にて保存すべき内

容を当該事業所の労働者に周知しなければなり
ません。
（施行規則第33条の3第4項、施行規則第33条の4
第3項）

【周知の方法】
労働者への周知は、以下のいずれかの方法で
行わなければなりません。
・常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備
え付けること。
・書面を労働者に交付すること。
・電子計算機に備え付けられたファイル、磁気ディ
スクその他これらに準じる物に記録し、かつ、各
作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認
できる機器を設置すること。

Ｐ１９（参考⑯）



３６

三重労働局 需給調整事業室事業所単位の派遣可能期間を延長する場合⑥（派遣先）

【書面の保存】
派遣先は、意見聴取後、次の事項を書面に記載
し、延長前の派遣可能期間が経過した日から3年
間保存しなければなりません。
（施行規則第33条の3第3項、施行規則第33条の4
第2項）

【記載すべき事項】
・意見を聴いた過半数労働組合の名称または過
半数代表者の氏名
・過半数労働組合等に書面通知した日及び通知し
た事項
・意見を聴いた日及び意見の内容
・意見を聴いて、延長する期間を変更したときは、
その変更した期間
○過半数労働組合等が異議を述べた場合
・派遣可能期間の延長の理由及びその延長の期
間
・異議への対応方針
・対応方針を説明した日

Ｐ１６（参考例⑬）



三重労働局 需給調整事業室

派遣先等により、違法派遣を受け入れた時点で、派遣先等が派遣労働者に対して、
当該派遣労働者の派遣元における労働条件と同一の労働条件にて労働契約の申込
みをしたものとみなす制度です。

派遣元 派遣先

労働契約

派遣元 派遣先

派遣労働者

労働契約の申込みを
したものとみなされる

派遣労働者

３７

労働契約申込みみなし制度

【労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣】
①労働者派遣を行ってはならない業務に従事させた場合
②労働者派遣事業の許可を受けていない者から労働者派遣を受け入れてた場合
③派遣先事業所単位の期間制限を超えて、労働者派遣を受け入れた場合
④派遣労働者個人単位の期間制限を超えて、労働者派遣を受け入れた場合
⑤いわゆる偽装請負により、労働者派遣を受け入れた場合
※派遣先が違法派遣に該当することを知らず、かつ、知らなかったことについて過失がなかったときは、適用
されない。

1年経過するまでに承諾した場合は、
労働契約が成立



３８

三重労働局 需給調整事業室

【労働契約申込みみなし制度の明示】
派遣元事業主が派遣労働者に就業条
件等を明示する際に、「派遣先事業所
単位の期間制限または派遣労働者個
人単位の期間制限に違反して労働者派
遣を受け入れた場合には、派遣先が労
働契約の申込みをしたものとみなされ
る」ことを明示しなければなりません。

（法第34条第3項）

Ｐ１０（参考例⑧）

労働契約申込みみなし制度



３９

三重労働局 需給調整事業室

【派遣労働者の待遇の検討・決定】

派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれ
について、当該待遇に対応する派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間において、
当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置を変更の
範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認
められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはなりません。

（法第30条の3第1項）

派遣労働者の同一労働同一賃金①

【派遣労働者の待遇方式の決定】

派遣労働者の待遇方式の決定において、同一労働同一賃金は、雇用形態又は就業形
態に関わらない公正な待遇を確保することが求められています。

派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向けて、派遣労働者と派遣先に雇用される
通常の労働者との間の不合理な待遇差の解消を図るため、いずれかの方式により、待遇
を確保することが義務化されています。
●派遣先均等・均等方式
派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇を図る方式
●労使協定方式
派遣元事業主において、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数
代表者と一定の要件を満たす労使協定を締結し、当該協定に基づいて派遣労働者の
待遇を決定する方式



派遣
均等／均衡

派遣先

＜派遣労働者＞

比較対象労働者の待遇情報の提供

派遣元

① 職務の内容（※1） 、②職務の内容・配置の変更範囲（※2）が同
じ場合には差別的取扱いを禁止

「均等待遇」

※1 職務の内容とは、「業務の内容」＋「責任の程度」をいいます。
※2 職務の内容・配置の変更範囲とは、「人材活用の仕組みや運用等」をいいます。

「均衡待遇」 ① 職務の内容（※1）、②職務の内容・配置の変更範囲（※2）、
③その他の事情の相違を考慮して不合理な待遇差を禁止

★「均衡待遇」を考慮し、派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力または経験その他の就
業の実態に関する事項を勘案して賃金を決定 ＜努力義務＞

＜派遣元の義務＞

＜通常の労働者＞
（無期雇用フルタイム）

【派遣先均等・均衡方式】

三重労働局 需給調整事業室派遣労働者の同一労働同一賃金②
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※ 派遣先が実施する｢業務に必要な教育訓練｣や
利用機会を与える｢給食施設(食堂)･休憩室・更衣室｣については、
派遣先の通常の労働者との均等・均衡が確保されます。

労使協定の締結

＜使用者＞過半数労働組合
or

過半数代表者派遣労働者を含む

派遣先

書面の交付等の方法により、
労働者に周知されます。

＜労使協定に定める事項＞
① 協定の対象となる派遣労働者の範囲
② 賃金決定方法（同種業務の一般労働者の平均的な賃金額以上、職務の内容等が

向上した場合に改善）
③ 職務の内容などを公正に評価して賃金を決定すること
④ 賃金以外の待遇決定方法（派遣元の通常の労働者（派遣労働者除く）

との間で不合理な相違がない）
⑤ 段階的・体系的な教育訓練を実施すること
⑥ 有効期間 など

三重労働局 需給調整事業室派遣労働者の同一労働同一賃金③

【労使協定方式】
派遣元

派遣

４１
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三重労働局 需給調整事業室

【提供すべき待遇情報】
労働者派遣契約を締結するに当たって、労使
協定の対象となる労働者（協定対象労働者）に
限定して派遣する契約の場合と、協定対象労働
者に限定せず派遣する契約とする場合で内容が
異なります。

●協定対象労働者に限定する場合
①教育訓練の内容 （法第40条第2項）
教育訓練の実施の有無及び具体的な内容（該
当する教育訓練がない場合はその旨）

②福利厚生施設の内容（※）
（法第40条第3項、施行規則第32条の3）

給食施設、休憩室、更衣室（該当する施設が無
い場合はその旨）
※福利厚生施設の利用機会の付与の有無及
び利用時間帯の具体的な内容を提供する必要
があります。

Ｐ４（参考例③）

派遣労働者の同一労働同一賃金③



比較対象労働者の選定 次のａ～ｆの優先順位により「比較対象労働者」を選定します。

（労使協定方式の場合、比較対象労働者の選定は不要です。）

ａ 「職務の内容」と「職務の内容及び配置の変更範囲」が同じ通常の労働者

ｂ 「職務の内容」が同じ通常の労働者

ｃ 「業務の内容」または「責任の程度」が同じ通常の労働者

ｄ 「職務の内容及び配置の変更範囲」が同じ通常の労働者

ｅ ａ～ｄに相当するパート・有期雇用労働者（短時間・有期雇用労働法等に基づき、派遣先の通常の労働者

との間で均衡待遇が確保されていることが必要）

ｆ 派遣労働者と同一の職務に従事させるために新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合における

当該労働者 （派遣先の通常の労働者との間で適切な待遇が確保されていることが必要）

三重労働局 需給調整事業室派遣労働者の同一労働同一賃金④

●協定対象労働者に限定しない場合
①比較対象労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態
②比較対象労働者を選定した理由
③比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容
④比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び当該待遇の目的
⑤比較対象労働者の待遇のそれぞれについて、職務の内容及び当該商務の内容及び配置の
変更範囲その他の事情のうち、当該待遇に係る決定をするに当たって考慮したもの

４３

【提供すべき待遇情報】
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三重労働局 需給調整事業室

労使協定は労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数代表との間で書
面により締結する必要があります。 （法第30条の4第1項）

労使協定方式①（派遣元）
●労使協定方式
派遣元事業主において、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数
代表者と一定の要件を満たす労使協定を締結し、当該協定に基づいて派遣労働者の
待遇を決定する方式

●労使協定方式の締結等の流れ

過半数労働組合
又は

過半数代表者の
選出

労使協定
の締結

労使協定
の保存

労働者へ
の周知

行政機関への報告
※事業報告等
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三重労働局 需給調整事業室労使協定方式②（派遣元）

●過半数労働組合又は過半数代表者の選出

派遣元事業主における労働者又は派遣元事業主の各事業所に
おける労働者の過半数で組織する労働組合過半数労働組合

●派遣労働者を含む全ての労働者からの選出
●過半数代表者は以下の①及び②のいずれにも該当する者
①労働基準法第41条第2号の「監督又は管理の地位にある
者」でないこと
②労使協定をする者を選出することを明らかにして実施される
投票、挙手等の民主的な方法による手続きにより選出され
た者であって、派遣元事業主の意向に基づき選出された者
でないこと
※①に該当する者がいない場合にあっては、②に該当する者
とする

過半数代表者

過半数代表者が適切に選任されなかった場合には、法第30条の4第1項による労使協定
は有効と認められず、派遣先の通常の労働者との均等・均衡による待遇を確保しなければ
なりません。
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三重労働局 需給調整事業室

【労使協定の周知】

労使協定を締結した派遣元事業主は、下記のいずれかの方法により、労使協定をその
雇用する労働者に周知しなければなりません。 （法第30条の4第2項）
①書面の交付、②FAXの送付（※）、③電子メール、SNS（※）、④社内のイントラネット、
⑤事業所の見やすい場所に掲示、又は備え付け、労使協定の概要の周知
※②③は、労働者が希望した場合に限ります。

周知の対象は、派遣労働者に限らず、派遣元事業主に雇用される全ての労
働者に周知する必要があります。

【労使協定の保存】

派遣元事業主は、労使協定を締結したときは、労使協定に係る書面を、その有効期間
が終了した日から起算して３年を経過する日まで保存しなければなりません。

（施行規則第25条の12）
【労使協定の行政機関への報告】

労使協定を締結した派遣元事業主は、事業報告書に労使協定を添付するとともに、協
定対象派遣労働者の職種ごとの人数及び職種ごとの賃金額の平均額を報告しなければ
なりません。 （施行規則第17条第3項）

労使協定方式③（派遣元）


